
医師が必要と認めた場合には、他の異なる種類のワクチンと同時に接種することができます。
●他のワクチンとの同時接種



独立行政法人　医薬品医療機器総合機構　医薬品副作用被害救済制度相談窓口

URL：https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html


